
－ 1 －

○

社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
国
債
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
）

（
国
債
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
）

第
十
五
条

第
七
条
の
規
定
は
法
第
九
十
一
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令

第
十
五
条

第
七
条
の
規
定
は
法
第
九
十
一
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令

で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
八
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
条

で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
八
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
条

第
一
項
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の

第
一
項
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
第
二
項
第
三

法
第
六
十
九
条
第
二
項

法
第
九
十
二
条
第
二
項

第
八
条
第
二
項
第
三

法
第
六
十
八
条
第
三
項

法
第
九
十
一
条
第
三
項

号

第
一
号
イ

第
一
号

号

第
三
号

第
三
号

法
第
六
十
九
条
第
二
項

法
第
九
十
五
条
第
三
項

第
一
号
ロ

第
二
号

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

第
十
一
条
第
二
項
第

法
第
六
十
八
条
第
三
項

法
第
九
十
一
条
第
三
項

三
号

第
三
号

第
三
号
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（
投
資
信
託
又
は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
権
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準

（
投
資
信
託
又
は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
権
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準

用
）

用
）

第
二
十
四
条

第
七
条
の
規
定
は
法
第
百
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六

第
二
十
四
条

第
七
条
の
規
定
は
法
第
百
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六

十
八
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
八
条

十
八
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
八
条

か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七

か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
の
規
定
は

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
の
規
定
は

法
第
百
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政

法
第
百
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政

令
で
定
め
る
方
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

令
で
定
め
る
方
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

表
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
四
条
第
一
号

法
第
六
十
九
条
第
一
項

法
第
百
二
十
一
条
に
お

第
十
四
条

金
額
の
全
額

口
数
の
全
口
数

第
七
号
に
掲
げ
る

い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
法
第
八
十
七
条
第

一
項
各
号
に
定
め
る

第
十
四
条
第
三
号

法
第
六
十
九
条
第
一
項

法
第
百
二
十
一
条
に
お

の

い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
法
第
八
十
七
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
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金
額
の
全
額

口
数
の
全
口
数

（
新
投
資
口
予
約
権
に
関
す
る
新
株
予
約
権
に
係
る
規
定
の
準
用
）

第
六
十
五
条
の
二

第
四
十
二
条
（
第
二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
法
第
二
百
四

（
新
設
）

十
七
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
六
十
五
条
第
三
項
第
六
号
に

規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
四
十
四
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま

で
の
規
定
は
法
第
二
百
四
十
七
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
七

十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
替
口
座
簿
へ
の
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第

五
十
条
の
規
定
は
法
第
二
百
四
十
七
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

百
九
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
方
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

準
用
す
る
。


